
３．参考資料

（１）クレーン、移動式クレーンに必要な検査と提出先 （４） （社）建設荷役車両安全技術協会（建荷協）が所管する特定自主検査対象機械

このうち、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車（作業床の高さが２メートル以上の高所作業車）及び

必要検査
（報告書）

必要検査
（報告書）

同法施行令別表第７で掲げる建設機械（動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの）で、

いわゆる以下の「建設荷役車両」を所管しています。 　建荷協HPより抜粋

製造許可
（＊１）

製造許可
（＊１）

設置届 製造検査

落成検査 設置報告書

注記：＊１の製造許可はクレーン製造メーカが実施するものです。（それ以外は事業者が実施）

（２）クレーン運転資格の詳細・・・・吊上げ荷重により資格が変るので注意

特別教育 運転技能講習 運転士免許 備　考

（５）建荷協が所管する製品と検査内容

（３）特定自主検査について

　★　特定自主検査には「事業内検査」と「検査業者検査」があります。いずれも検査者としての「資格」が必要となります。

　　　　　　　　（事業内検査時の必要資格） 　　　　　（検査業者検査）

　　　

　　・厚生労働大臣が定める研修を修了した者　（建荷協等で実施） 　・厚生労働大臣に登録した検査業者

　　・国家検定取得者等一定の資格のある者　(建設機械整備士等）   　・都道府県労働局に登録した検査業者

　★検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章（ステッカー）を貼付が必要。（事業内検査用・検査業者検査用がある）

　★検査記録表の作成・管理（３年間保存が必要。検査記録表は建荷協で主要機種別に作成し販売している）

つり上げ荷重5ｔ以上のジブ式ク
レーンの運転

運転不可 非該当 運転可
（クレーン・デ
リック運転士免

許）

固定式で運転
席で操作する
ものつり上げ荷重5ｔ未満のジブ式ク

レーンの運転
運転可 非該当

資格区分

つり上げ荷重0.5ｔ以上1ｔ未満の
移動式クレーンの運転

運転可

運転可
運転可

（移動式クレー
ン運転士免許）

道路上を走行
する運転を除
く。

つり上げ荷重1ｔ以上5ｔ未満の
移動式クレーンの運転

運転不可
つり上げ荷重5ｔ以上の移動式
クレーンの運転

運転不可

３ｔ以上

所轄都道府県労働局長 所轄都道府県労働局長

所轄労働基準監督署長 所轄都道府県労働局長

所轄労働基準監督署長 所轄労働基準監督署長

クレーン 移動式クレーン

厚生労働省の管轄 厚生労働省の管轄

０．５ｔ～３ｔ未満 設置報告書 所轄労働基準監督署長 荷重試験 （報告書の提出は不要）

クレーン特別教育の

詳細は後述の（６）を

ご参照ください。



（6）クレーンの運転の業務特別教育について

２．法律定義

    クレーン・・・・・・・・・・クレーン等安全規則　第２１条　（特別の教育）

   移動式クレーン・・・・クレーン等安全規則　第６７条　（特別の教育）

   玉掛け作業　・・・・・・クレーン等安全規則　第２２１条　（就業制限）

   （学科）　①移動式クレーンに関する知識

              ②原動機及び電気に関する知識

              ③移動式クレーンの運転のための必要な力学に関する知識

              ④関係法令

   （実技）　⑤移動式クレーンの運転

              ⑥移動式クレーンの運転のための合図

３．教育に必要な教材の入手

　　教育に当っては、クレーン協会で販売している教材等を利用する。

　　（特別教育用テキスト）・・・クレーン協会ＨＰより

    「クレーンの運転」 Ｂ５判 税込価格 1,500円

    「移動式クレーンの運転」 Ｂ５判 税込価格 1,500円

    「玉掛けの業務」 Ｂ５判 税込価格 1,500円

３．講師の資格

４．特別教育の記録の保存　安全衛生規則第３８条で規定

    事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを３年間保存しておかなければならない。

１．対象：つり上げ荷重が１t未満の移動式クレーンの運転、つり上げ荷重が５t未満のクレーンの運転及び玉掛け作業

   （例）クレーン則第６７条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうも のとする。

   ・前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

    （運転及び玉掛けの教育内容及び時間については添付資料①　特別教育規定を参照）

    特別教育の講師についての資格要件は定められていないが，教習科目について十分な知識，経験を有する者でなければならない。

     クレーン等の特別教育用テキストで、高度な内容がわかりやすく編集されています。



＜関連資料＞


